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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音が放音されている状態における、ユーザの睡眠深度を示す睡眠深度データを取得する
睡眠深度データ取得手段と、
　前記睡眠深度データ取得手段により取得された、睡眠深度データが示す睡眠深度の経時
変化と、前記ユーザに係る基準となる睡眠深度の経時変化とに基づき、前記ユーザが睡眠
中に放音されている音が、前記ユーザの睡眠深度の経時変化に与える影響を示す影響デー
タを生成し、当該音を示す音データと当該音に関し生成した影響データとを互いに関連付
ける生成手段と、
　複数の音データの中から当該複数の音データと関連付けられている影響データに基づき
、前記ユーザの睡眠深度の経時変化が示す現在の睡眠状態に応じた、前記ユーザの睡眠深
度の経時変化に影響を与える音を示す音データを選択し、選択した音データが示す音を放
音装置に出力する選択手段と
　を備える装置。
【請求項２】
　前記生成手段は、前記ユーザが睡眠中に放音されている音が、所定の睡眠深度が維持さ
れる時間を伸ばすか否かを示す、影響データを生成する
　請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記生成手段は、前記ユーザが睡眠中に放音されている音が、睡眠深度を深めるか否か
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を示す、影響データを生成する
　請求項１または請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記選択手段は、前記ユーザの現在の睡眠深度が安定している場合に、前記ユーザの現
在の睡眠深度が維持される時間を伸ばす音を示す音データを影響データに基づいて選択し
、選択した音データが示す音を前記放音装置に出力する
　請求項２に記載の装置。
【請求項５】
　前記選択手段は、前記ユーザの現在の睡眠深度が深い方向に変化している場合に、前記
ユーザの現在の睡眠深度を更に深める音を示す音データを影響データに基づいて選択し、
選択した音データが示す音を前記放音装置に出力する
　請求項３に記載の装置。
【請求項６】
　音が放音されている状態における、ユーザの睡眠深度を示す睡眠深度データを取得する
睡眠深度データ取得手段と、
　前記睡眠深度データ取得手段により取得された、睡眠深度データが示す睡眠深度の経時
変化と、前記ユーザに係る基準となる睡眠深度の経時変化とに基づき、前記ユーザが睡眠
中に放音されている音が、前記ユーザの睡眠深度の経時変化に与える影響を示す影響デー
タを生成し、当該音を示す音データと当該音に関し生成した影響データとを互いに関連付
ける生成手段と、
　複数の音データの中から当該複数の音データと関連付けられている影響データに基づき
、前記ユーザの睡眠深度の経時変化が示す現在の睡眠状態に応じた、前記ユーザの睡眠深
度の経時変化に影響を与える音を示す音データを選択し、選択した音データが示す音を放
音装置に出力する選択手段と
　を備えるシステム。
【請求項７】
　コンピュータを、
　音が放音されている状態における、ユーザの睡眠深度を示す睡眠深度データを取得する
睡眠深度データ取得部、
　前記睡眠深度データ取得部により取得された、睡眠深度データが示す睡眠深度の経時変
化と、前記ユーザに係る基準となる睡眠深度の経時変化とに基づき、前記ユーザが睡眠中
に放音されている音が、前記ユーザの睡眠深度の経時変化に与える影響を示す影響データ
を生成し、当該音を示す音データと当該音に関し生成した影響データとを互いに関連付け
る生成部、　複数の音データの中から当該複数の音データと関連付けられている影響デー
タに基づき、前記ユーザの睡眠深度の経時変化が示す現在の睡眠状態に応じた、前記ユー
ザの睡眠深度の経時変化に影響を与える音を示す音データを選択し、選択した音データが
示す音を放音装置に出力する選択部
　として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザを望ましい睡眠状態に導く技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザを望ましい睡眠状態に導く技術が提案されている。例えば、特許文献１に記載の
睡眠装置は、対象者の現在の睡眠深度を測定し、測定した睡眠深度と目標とする睡眠深度
との乖離度に応じた刺激を対象者に付与することにより、対象者を望ましい睡眠状態に導
く。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－６５９９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般的に、雨音やさざ波のような緩やかに変化する自然音等は、睡眠中の人を快い睡眠
へと導く音であると言われている。しかしながら、睡眠中に快い睡眠へと導く音は人によ
って異なると思われる。従来、個々の人に関し、その人を睡眠中に快い睡眠へと導く音を
知る術がなかった。本発明は、個々の人に関し、その人を睡眠中に快い睡眠へと導く音を
特定する手段を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述した課題を解決するため、本発明は、音が放音されている状態における、ユーザの
睡眠深度を示す睡眠深度データを取得する睡眠深度データ取得手段と、前記睡眠深度デー
タ取得手段により取得された、睡眠深度データが示す睡眠深度の経時変化と、前記ユーザ
に係る基準となる睡眠深度の経時変化とに基づき、前記ユーザが睡眠中に放音されている
音が、前記ユーザの睡眠深度の経時変化に与える影響を示す影響データを生成し、当該音
を示す音データと当該音に関し生成した影響データとを互いに関連付ける生成手段と、複
数の音データの中から当該複数の音データと関連付けられている影響データに基づき、前
記ユーザの睡眠深度の経時変化が示す現在の睡眠状態に応じた、前記ユーザの睡眠深度の
経時変化に影響を与える音を示す音データを選択し、選択した音データが示す音を放音装
置に出力する選択手段とを備える装置を提供する。
【０００６】
　上述した装置において、前記生成手段は、前記ユーザが睡眠中に放音されている音が、
所定の睡眠深度が維持される時間を伸ばすか否かを示す、影響データを生成する、という
構成が採用されてもよい。
【０００７】
　また、上述した装置において、前記生成手段は、前記ユーザが睡眠中に放音されている
音が、睡眠深度を深めるか否かを示す、影響データを生成する、という構成が採用されて
もよい。
【０００９】
　また、上述した装置において、前記選択手段は、前記ユーザの現在の睡眠深度が安定し
ている場合に、前記ユーザの現在の睡眠深度が維持される時間を伸ばす音を示す音データ
を影響データに基づいて選択し、選択した音データが示す音を前記放音装置に出力する、
という構成が採用されてもよい。
【００１０】
　また、上述した装置において、前記選択手段は、前記ユーザの現在の睡眠深度が深い方
向に変化している場合に、前記ユーザの現在の睡眠深度を更に深める音を示す音データを
影響データに基づいて選択し、選択した音データが示す音を前記放音装置に出力する、と
いう構成が採用されてもよい。
【００１１】
　また、本発明は、音が放音されている状態における、ユーザの睡眠深度を示す睡眠深度
データを取得する睡眠深度データ取得手段と、前記睡眠深度データ取得手段により取得さ
れた、睡眠深度データが示す睡眠深度の経時変化と、前記ユーザに係る基準となる睡眠深
度の経時変化とに基づき、前記ユーザが睡眠中に放音されている音が、前記ユーザの睡眠
深度の経時変化に与える影響を示す影響データを生成し、当該音を示す音データと当該音
に関し生成した影響データとを互いに関連付ける生成手段と、複数の音データの中から当
該複数の音データと関連付けられている影響データに基づき、前記ユーザの睡眠深度の経
時変化が示す現在の睡眠状態に応じた、前記ユーザの睡眠深度の経時変化に影響を与える
音を示す音データを選択し、選択した音データが示す音を放音装置に出力する選択手段と
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を備えるシステムを提供する。
【００１２】
　また、本発明は、コンピュータを、音が放音されている状態における、ユーザの睡眠深
度を示す睡眠深度データを取得する睡眠深度データ取得部、前記睡眠深度データ取得部に
より取得された、睡眠深度データが示す睡眠深度の経時変化と、前記ユーザに係る基準と
なる睡眠深度の経時変化とに基づき、前記ユーザが睡眠中に放音されている音が、前記ユ
ーザの睡眠深度の経時変化に与える影響を示す影響データを生成し、当該音を示す音デー
タと当該音に関し生成した影響データとを互いに関連付ける生成部、複数の音データの中
から当該複数の音データと関連付けられている影響データに基づき、前記ユーザの睡眠深
度の経時変化が示す現在の睡眠状態に応じた、前記ユーザの睡眠深度の経時変化に影響を
与える音を示す音データを選択し、選択した音データが示す音を放音装置に出力する選択
部として機能させるためのプログラムを提供する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、複数の音のいずれが睡眠中の人を快い睡眠へと導く音であるかが特定
される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】一実施形態にかかる快眠音再生システムの構成を示したブロック図。
【図２】一実施形態にかかる音データを管理する音ＤＢのデータ構成を例示した図。
【図３】一実施形態にかかる快眠音再生装置の機能構成（調査モード）を説明するための
ブロック図。
【図４】一実施形態にかかる放音ログデータの構成を例示した図。
【図５】一実施形態にかかる睡眠ログデータの構成を例示した図。
【図６】一実施形態にかかる睡眠ログデータにより得られる睡眠深度の経時変化を示した
グラフの例。
【図７】一実施形態にかかる快眠指標の構成を例示した図。
【図８】一実施形態にかかる快眠音再生装置の機能構成（運用モード）を説明するための
ブロック図。
【図９】一変形例にかかる快眠音再生システムの構成を示したブロック図。
【図１０】一変形例にかかる快眠音再生装置の機能構成（調査モード）を説明するための
ブロック図。
【図１１】一変形例にかかる外乱音ＤＢのデータ構成を例示した図。
【図１２】一変形例にかかる外乱音ログデータの構成を例示した図。
【図１３】一変形例にかかる快眠音情報提供システムの構成を示した図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
［１．実施形態］
　以下に、図面を参照しながら本発明の実施形態にかかる快眠音再生システム１を説明す
る。快眠音再生システム１は、ユーザＵが睡眠している間にユーザＵを快い睡眠へと導く
音（以下、「快眠音」）を放音するシステムである。
【００１６】
　図１は快眠音再生システム１の構成を示したブロック図である。快眠音再生システム１
はユーザＵの快眠音を調査し、調査した快眠音を放音装置に放音させる快眠音再生装置１
１と、快眠音の候補となる音を示す複数の音データ（音データ群）と当該音データ群を管
理するデータベースである音ＤＢとを記憶する記憶装置１２と、ユーザＵの睡眠深度を計
測し計測結果を示す睡眠深度データを出力する睡眠深度計測装置１３と、音データに従い
放音を行う放音装置１４とを備えている。記憶装置１２、睡眠深度計測装置１３および放
音装置１４は快眠音再生装置１１に接続されている。なお、これらの装置間の接続は有線
、無線のいずれでもよく、また直接接続されていても、ネットワークを介して接続されて
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いてもよい。また、直接接続されている場合、記憶装置１２、睡眠深度計測装置１３およ
び放音装置１４の各々は、快眠音再生装置１１に外付けの装置として接続されても、内蔵
されていてもよい。
【００１７】
　快眠音再生装置１１は、ＯＳやアプリケーションプログラム等に従い各種演算を行うと
ともに他の構成部を制御するプロセッサ１０１と、上記プログラム及び各種データを記憶
するメモリ１０２と、外部の装置（記憶装置１２、睡眠深度計測装置１３、放音装置１４
）との間で各種データの入出力を行うインタフェースである入出力Ｉ／Ｆ１０３を備えて
いる。
【００１８】
　記憶装置１２はハードディスク、ＳＳＤ（Solid State Drive）等を備える既知の記憶
装置である。睡眠深度計測装置１３は既知の睡眠計であり、例えば、ユーザＵの脳波、脈
、心拍、呼吸、体動などの検知結果に基づいて睡眠の深度を計るものであるが、その方式
は問わない。なお、以下の説明において、睡眠深度計測装置１３は例として、０～４のい
ずれかの整数により睡眠深度を示す（数値が大きい程、睡眠深度が深いことを示す）睡眠
深度データを生成し出力するものとする。放音装置１４は既知のスピーカであり、必要に
応じてアンプ等を備えている。
【００１９】
　図２は、記憶装置１２に記憶されている音ＤＢのデータ構成を例示した図である。音Ｄ
Ｂは、記憶装置１２に記憶されている音データの各々に応じたデータレコードを含み、各
データレコードは音データのファイル名（音データの識別情報）を示すデータと、影響デ
ータとを含む。影響データは、音データが示す音がユーザＵの睡眠深度に与える影響を示
す。本実施形態において、一例として、影響データは深化フラグと維持フラグの２つのデ
ータにより構成される。深化フラグは、音データが示す音がユーザＵの睡眠深度を深める
音であるか否かを示す。また、維持フラグは、音データが示す音がユーザＵの睡眠深度が
深いところで安定した際に、その睡眠深度を維持させる音であるか否かを示す。影響デー
タは、後述する快眠音再生装置１１の動作（調査モード）において生成され、記憶装置１
２に記憶される。なお、深化フラグと維持フラグの使われ方は後述する。
【００２０】
　記憶装置１２に記憶されている音データはどのような音を示すものであってもよいが、
ユーザＵの睡眠を阻害しない可能性の高い、ホワイトノイズ、さざ波の音、穏やかな音楽
等が含まれることが望ましい。また、記憶装置１２に記憶されている音データはユーザに
より追加されてもよい。
【００２１】
　快眠音再生システム１の動作は、ユーザＵの快眠音を調査するモード（以下、「調査モ
ード」）と、ユーザＵに対し調査した快眠音の放音を行うモード（以下、「運用モード」
）とに区別される。
【００２２】
［１．１．調査モード］
　快眠音再生装置１１のプロセッサ１０１は、メモリ１０２に記憶されている調査モード
用のプログラムに従った処理を行うことにより、図３に示す機能構成を備える装置として
動作する。
【００２３】
　調査モードにおいて、快眠音再生装置１１は機能構成として、選択手段１１１と、睡眠
深度データ取得手段１１２と、記憶手段１１３と、睡眠状態特定手段１１４と、生成手段
１１５とを備えている。睡眠状態特定手段１１４は生成手段１１５の一部であってよい。
以下にこれらの構成部の各々を説明する。
【００２４】
　選択手段１１１は、快眠音再生装置１１が調査モードとしての動作を開始する際、記憶
装置１２に記憶されている音データ群の中から調査用の音データを選択する。選択手段１
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１１はランダムに調査用の音データを選択してもよいし、例えば、多くのユーザにとって
快眠音である音を示す音データを優先的に選択する等、所定の規則に従って調査用の音デ
ータを選択してもよい。
【００２５】
　その後、選択手段１１１は、ユーザＵが就寝時に快眠音再生装置１１に対し行う所定の
操作に応じて、その日が調査用の音を放音すべき日であれば、選択した調査用の音データ
を記憶装置１２から読み出し、読み出した音データを繰り返し放音装置１４に出力するこ
とにより、放音装置１４に音のループ再生を行わせる。選択手段１１１は、ユーザＵが起
床時に快眠音再生装置１１に対し行う所定の操作に応じて、放音装置１４に対する音デー
タの出力を行っている場合、その出力を停止する。
【００２６】
　選択手段１１１は、１つの調査用の音データが示す音（以下、「調査音」）がユーザＵ
の睡眠深度に与える影響を統計的に特定するために、調査音を放音装置１４に放音させな
い日（以下、「無放音日」）と、調査音を放音装置１４に放音させる日（以下、「調査音
放音日」）とを交互に設ける。ただし、選択手段１１１が調査音を放音装置１４に放音さ
せる期間、および調査音を放音装置１４に放音させない期間の単位は日単位に限られず、
例えば１．５時間（多くの人の睡眠サイクルの一単位に要する時間）等が当該単位として
採用されてもよい。
【００２７】
　選択手段１１１は、放音装置１４に対し出力した音データのファイル名（音データファ
イル名）と、出力の開始時刻および終了時刻とを示す放音ログデータを生成し、記憶手段
１１３に記憶させる。図４は、放音ログデータの構成を例示した図である。
【００２８】
　睡眠深度データ取得手段１１２は、睡眠深度計測装置１３から所定の時間間隔で順次出
力される睡眠深度データを取得する。ただし、睡眠深度計測装置１３が睡眠深度データを
出力するタイミングおよび睡眠深度データ取得手段１１２が睡眠深度データを取得するタ
イミングは所定の時間間隔に限られず、例えば、ユーザＵの睡眠深度に変化が生じたタイ
ミングで睡眠深度計測装置１３から出力される睡眠深度データを睡眠深度データ取得手段
１１２が取得する構成としてもよい。
【００２９】
　睡眠深度データ取得手段１１２は、取得した睡眠深度データを、取得した時点の時刻を
示すデータとともに、睡眠ログデータとして記憶手段１１３に記憶させる。図５は、睡眠
ログデータの構成を例示した図である。記憶手段１１３に継続的に記憶される１日分（通
常、一晩分）の睡眠ログデータは、全体としてユーザＵの当該１日における睡眠深度の経
時変化を示す。図６は、１日分の睡眠ログデータにより示される、ユーザＵの睡眠深度の
経時変化を示したグラフの例である。
【００３０】
　図６の縦軸は睡眠深度を示し、「０」は覚醒、「１」はレム睡眠、「２」～「４」はノ
ンレム睡眠を示している。図６の横軸は時刻を示している。図６において、睡眠深度が「
０」である期間はユーザＵが覚醒している期間（以下、「覚醒ステージ」）を示し、睡眠
深度が「１」である期間はユーザＵがレム睡眠の期間（以下、「レム睡眠ステージ」）を
示す。
【００３１】
　本実施形態において、ユーザＵがノンレム睡眠の期間（睡眠深度が「２」～「４」であ
る期間）は期間Ｄ、期間Ｓ、期間Ｌの３種類に分類される。期間Ｄは睡眠深度が深い方向
に変化（深化）している期間（以下、「深化ステージ」）であり、期間Ｓは睡眠深度が安
定している期間（以下、「安定ステージ」）であり、期間Ｌは睡眠深度が浅い方向に変化
している期間（以下、「浅化ステージ」）である。図６に示す「Ｄ」、「Ｓ」、「Ｌ」の
付された期間は各々、深化ステージ、安定ステージ、浅化ステージの期間を示す。ただし
、ノンレム睡眠の期間の分類は上述の３つの分類に限られず、例えばより細かい分類又は
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より粗い分類が採用されてもよい。
【００３２】
　記憶手段１１３は、選択手段１１１により生成される放音ログデータと睡眠深度データ
取得手段１１２により生成される睡眠ログデータを記憶する。
【００３３】
　睡眠状態特定手段１１４は、睡眠ログデータ（睡眠深度データが示す睡眠深度の経時変
化を示す）に基づき、特定のタイミングにおけるユーザＵの睡眠状態を特定する。具体的
には、睡眠状態特定手段１１４は睡眠ログデータが示すユーザＵの睡眠深度の経時変化の
パターン（例えば、図６に例示のグラフの形状）に基づき、ユーザＵの睡眠状態が、覚醒
ステージ、レム睡眠ステージ、深化ステージ、安定ステージ、浅化ステージの各々である
期間と、安定ステージにおける睡眠深度を特定し、特定したこれらの睡眠状態を示す睡眠
状態データを生成する。ただし、睡眠状態特定手段１１４が特定するユーザＵの睡眠状態
の種別はこれらに限られず、例えばレム睡眠ステージにおける睡眠深度等の他の種別の睡
眠状態を特定する構成としてもよい。
【００３４】
　生成手段１１５は、睡眠深度データに基づき、調査音がユーザＵの睡眠深度に与える影
響を示す影響データを生成する。具体的には、生成手段１１５は、睡眠状態特定手段１１
４が睡眠ログデータに基づき特定した睡眠状態を示す睡眠状態データに基づき、影響デー
タを生成する。以下に、生成手段１１５が影響データを生成する処理の一具体例を説明す
る。
【００３５】
　生成手段１１５は、所定日数（以下、２Ｎ日（Ｎは所定の自然数）とする）の期間（以
下、「調査期間」）内に選択手段１１１により生成されたＮ日分の放音ログデータと、同
じ期間内に睡眠深度データ取得手段１１２により生成された２Ｎ日分の睡眠ログデータが
記憶手段１１３に記憶された状態で、まず、放音ログデータに基づき、無放音日と調査音
放音日を特定する。また、生成手段１１５は調査期間におけるユーザＵの睡眠状態を示す
睡眠状態データを睡眠状態特定手段１１４から取得する。
【００３６】
　続いて、生成手段１１５は、睡眠状態データに基づき、ユーザＵの快眠の程度の高低を
示す指標（以下、「快眠指標」）を生成する。図７は、生成手段１１５が生成する快眠指
標の構成例を示した図である。図７に示すように、生成手段１１５は、調査期間内の日を
無放音日と調査音放音日に区分し、各々の日におけるユーザＵの安定ステージの睡眠深度
の指標と、安定ステージにおける時間長の指標を生成する。一具体例として、安定ステー
ジの睡眠深度の指標は、安定ステージの睡眠深度の平均値（例えば、安定ステージ（図６
の例では４回）の各々における睡眠深度の値を、各安定ステージの時間長に応じたウェイ
トで加重平均した値）であるが、これに限られない。例えば、安定ステージの最高値また
は最低値を基に睡眠深度の指標を生成してもよい。また、一具体例として、安定ステージ
における時間長の指標は、安定ステージ（図６の例では４回）の時間長の合計値であるが
、これに限られない。
【００３７】
　ここで、図７に示す無放音日と調査音放音日の各々における快眠指標、具体的には、安
定ステージの睡眠深度の指標と安定ステージにおける時間長の指標の個々のデータは、異
なる２つの母集団、すなわち無放音日の母集団と調査音放音日の母集団の各々に属する標
本データとして捉えることができる。生成手段１１５は、これら２つの母集団の各々の標
本データの統計値、例えば平均や分散等に基づいて、これら２つの母集団間に、快眠指標
に関する統計的有意差があるか否かの仮説を検定する。生成手段１１５が当該検定に用い
る統計手法としては、例えばＦ検定およびｔ検定等の既知の統計手法のいずれが採用され
てもよい。生成手段１１５は、この仮説の検定の結果に基づき、調査音がユーザＵの安定
ステージにおける睡眠深度を深める音（すなわち、深化ステージにおいて睡眠深度の深化
を促進する音）か否か、また、調査音がユーザＵの安定ステージを維持・継続させる音か
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否かを判定する。また、より単純な方法として、例えば生成手段１１５は、調査音放音日
の標本データと無放音日の標本データの各々に関し、安定ステージにおける睡眠深度の平
均値を算出し、調査音放音日に関する平均値が無放音日に関する平均値よりも所定の比率
以上に高い場合、調査音がユーザＵの安定ステージにおける睡眠深度を深める音であると
判定する構成としてもよい。同様に、生成手段１１５は、調査音放音日の標本データと無
放音日の標本データの各々に関し、安定ステージの時間長の平均値を算出し、調査音放音
日に関する平均値が無放音日に関する平均値よりも所定の比率以上に高い場合、調査音が
ユーザＵの安定ステージを維持・継続させる音であると判定する構成としてもよい。生成
手段１１５は、上記のような方法で行った判定の結果を示す影響データを生成する。影響
データには、調査音がユーザＵの深化ステージにおける睡眠深度の深化を促進する音であ
るか否かを示す深化フラグ（睡眠深度の深化を促進する場合「１」、その他の場合「０」
）と、調査音がユーザＵの安定ステージを維持・継続させる音であるか否かを示す維持フ
ラグ（時間長を長くする場合「１」、その他の場合「０」）を含む。生成手段１１５は、
生成した影響データを、調査音の音データのファイル名とともに、音ＤＢ（図２）に格納
する。なお、深化フラグおよび維持フラグの少なくとも一方が「１」を示す音データが、
ユーザＵにとっての快眠音を示す音データである。
【００３８】
［１．２．運用モード］
　上述の調査モードにおいて、生成手段１１５により１以上の調査音に関する影響データ
が音ＤＢ（図２）に格納されると、ユーザＵは快眠音再生システム１を運用モードで使用
可能となる。快眠音再生装置１１のプロセッサ１０１は、メモリ１０２に記憶されている
運用モード用のプログラムに従った処理を行うことにより、図８に示す機能構成を備える
装置として動作する。運用モードにおける快眠音再生装置１１は、調査モードにおいて備
える機能構成部のうち生成手段１１５を除く全ての機能構成部を備える。運用モードにお
いて睡眠深度データ取得手段１１２および記憶手段１１３が行う処理は調査モードにおけ
るものと同じである。一方、運用モードにおいては、選択手段１１１および睡眠状態特定
手段１１４が行う処理が調査モードにおけるものと異なる。
【００３９】
　運用モードにおいて、選択手段１１１は、影響データに基づき、睡眠状態特定手段１１
４により生成される睡眠状態データが示すユーザＵの現在の睡眠状態に応じた音データを
放音のための音データとして選択する。具体的には、選択手段１１１は、ユーザＵの現在
の睡眠状態が深化ステージであれば、音ＤＢにおいて深化フラグの値が「１」である音デ
ータの中から、例えばランダムに、もしくは所定の規則に従って、放音のための音データ
を選択する。また、選択手段１１１は、ユーザＵの現在の睡眠状態が安定ステージであれ
ば、音ＤＢにおいて維持フラグの値が「１」である音データの中から、例えばランダムに
、もしくは所定の規則に従って、放音のための音データを選択する。選択手段１１１は、
ユーザＵの睡眠状態が変化するまで、上記のように選択した放音のための音データを繰り
返し放音装置１４に出力することにより、放音装置１４に音のループ再生を行わせる。ユ
ーザＵの現在の睡眠状態が深化ステージまたは安定ステージでなければ、選択手段１１１
は音データの選択および出力を行わない。
【００４０】
　上記の選択手段１１１の処理を可能とするために、運用モードにおいて、睡眠状態特定
手段１１４はリアルタイムにユーザＵの現在の睡眠状態の特定を行い、特定した睡眠状態
を示す睡眠状態データを生成する。
【００４１】
　以下に、睡眠状態特定手段１１４がユーザＵの現在の睡眠状態を示す睡眠状態データを
リアルタイムに生成する処理の一具体例を説明する。睡眠状態特定手段１１４は、睡眠深
度データ（睡眠深度データ取得手段１１２が所定時間の経過毎に睡眠深度計測装置１３か
ら取得）が示すユーザＵの現在の睡眠深度が深まる方向に変化した後、所定時間が経過す
るまで、もしくは睡眠深度が最も深い「４」に達するまでの間、ユーザＵが深化ステージ
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であると判定する。また、睡眠状態特定手段１１４は、睡眠深度が「２」または「３」に
達した後、所定時間の経過後も変化しない場合、もしくは睡眠深度が最も深い「４」に達
した場合、ユーザＵが安定ステージに入ったと判定する。また、睡眠状態特定手段１１４
は、睡眠深度が浅くなる方向に変化した後、所定時間が経過するまで、もしくは睡眠深度
がレム睡眠を示す「１」に達するまでの間、ユーザＵは浅化ステージであると判定する。
また、睡眠状態特定手段１１４は、睡眠深度が「１」の間、ユーザＵはレム睡眠ステージ
であり、睡眠深度が「０」の間、ユーザＵは覚醒ステージであると判定する。睡眠状態特
定手段１１４はこれらの判定の結果を示すデータを、ユーザＵの現在の睡眠状態を示す睡
眠状態データとして生成する。睡眠状態特定手段１１４により生成された睡眠状態データ
は選択手段１１１に引き渡され、上述した音データの選択に用いられる。
【００４２】
　なお、運用モードにおいても調査モードにおける場合と同様に、選択手段１１１による
放音ログデータの生成および睡眠深度データ取得手段１１２による睡眠ログデータの生成
が行われてもよい。これらログデータの生成を行わない場合は記憶手段１１３を省略して
よい。運用モードにおいて生成された放音ログデータおよび睡眠ログデータは記憶手段１
１３に記憶され、その後の調査モードにおいて利用可能となる。また、運用モードにおい
て、睡眠状態特定手段１１４は睡眠深度データを睡眠ログデータから取得しても良いし、
睡眠深度データ取得手段１１２から取得しても良い。
【００４３】
　上述した快眠音再生システム１によれば、調査モードにおいてユーザＵにとっての快眠
音が特定される。また、快眠音再生システム１によれば、運用モードにおいて睡眠中のユ
ーザＵに対し、調査モードにおいて特定された快眠音が放音される。その際、ユーザＵの
現在の睡眠状態に応じた快眠音が放音される。その結果、ユーザＵは快眠音再生システム
１を用いない場合と比較し、快い睡眠へと導かれることが期待される。
【００４４】
［２．変形例］
　上述した実施形態は本発明の一実施形態であり、本発明の技術的思想の範囲内において
様々に変形可能である。以下にそれらの変形の例を示す。
【００４５】
［２．１．第１変形例］
　第１変形例にかかる快眠音再生システム１は、ユーザＵが睡眠中に耳にする外乱音（空
調の音、冷蔵庫の音、雨音など）を録音し、当該外乱音がユーザＵの快眠音であればそれ
を用いる。なお、本変形例の説明で参照する図において、上述した実施形態にかかる快眠
音再生システム１の構成部と共通又は対応する構成部に関しては同じ符号を用いる。
【００４６】
　図９は、第１変形例にかかる快眠音再生システム１の構成を示したブロック図である。
第１変形例にかかる快眠音再生システム１は、上述の実施形態にかかる快眠音再生システ
ム１が備える構成部に加え、快眠音再生装置１１に接続された収音装置１５を備えている
。収音装置１５は既知のマイクロフォンであり、ユーザＵが睡眠している空間の音を収音
し、当該音を示す音データを生成して快眠音再生装置１１に出力する。なお、収音装置１
５は快眠音再生装置１１に内蔵であってもよいし、外付けの装置として接続（有線接続ま
たは無線接続）されていてもよい。
【００４７】
　図１０は第１変形例にかかる快眠音再生装置１１の調査モードにおける機能構成を示し
た図である。第１変形例にかかる快眠音再生装置１１は、調査モードにおいて、上述の実
施形態にかかる快眠音再生装置１１と比較し、収音装置１５から音データを取得し記憶手
段１１３に記憶させる音データ取得手段１１６と、記憶手段１１３に記憶された当該音デ
ータが示す音に含まれる外乱音を特定する外乱音特定手段１１７を備える点が異なってい
る。
【００４８】



(10) JP 6476785 B2 2019.3.6

10

20

30

40

50

　音データ取得手段１１６は収音装置１５から継続的に入力される音データ（以下、「収
音データ」）を順次取得し、記憶手段１１３に記憶させる。収音データは、放音装置１４
から調査音が放音されていれば主に調査音を示し、放音装置１４から調査音が放音されて
いなければ概ね無音を示す。しかしながら、収音データが示す音には外乱音（空調の音、
冷蔵庫の音、雨の音、風の音等）が含まれる場合がある。
【００４９】
　外乱音特定手段１１７は、例えばユーザＵが目覚めて快眠音再生装置１１の動作の停止
を指示したタイミング等において、まず、放音ログデータに基づき、その日が調査音放音
日であるか否かを判定し、調査音放音日であった場合は放音された調査用の音データを特
定する。外乱音特定手段１１７は、調査音放音日に関する収音データが示す音に含まれる
調査音を、特定した調査用の音データを用いて既知の方法によりキャンセルし、概ね無音
または外乱音のみを示す収音データを生成する。外乱音特定手段１１７により生成された
調査音放音日に関する調査音のキャンセルされた収音データは、記憶手段１１３に記憶さ
れる。これにより、無放音日と調査音放音日のいずれにおいても、概ね無音または外乱音
を示す収音データが記憶手段１１３に記憶されることになる。外乱音特定手段１１７は、
新たに概ね無音または外乱音のみを示す収音データが記憶手段１１３に記憶されると、当
該収音データが示す音に外乱音が含まれるか否かを周波数分析等により判定し、継続的な
外乱音が含まれる場合にはその外乱音の音響特性を特定する。なお、本変形例において、
外乱音はその音響特性により区別され、音響特性の類似度が所定の閾値以上に高い２つの
外乱音は同じ外乱音として扱うものとする。
【００５０】
　外乱音特定手段１１７は、外乱音を特定すると、記憶装置１２に特定結果を記憶させる
。そのため、記憶装置１２は外乱音を管理するためのデータベースである外乱音ＤＢを記
憶している。図１１は外乱音ＤＢのデータ構成を例示した図である。外乱音ＤＢには、外
乱音を識別する外乱音ＩＤに対応付けて、その外乱音の音響特性と、その外乱音の収音デ
ータのファイル名（外乱音データファイル名）と、その外乱音が睡眠中のユーザＵに与え
る影響を示す影響データ（深化フラグおよび維持フラグ）が格納される。
【００５１】
　外乱音特定手段１１７は新たな外乱音を特定すると、その外乱音に外乱音ＩＤを割り当
て、割り当てた外乱音ＩＤと、新たな外乱音の音響特性を示すデータと、新たな外乱音を
示す収音データのファイル名とでなる新規レコードを外乱音ＤＢに格納する。
【００５２】
　そして、外乱音特定手段１１７は新たに割り当てた外乱音ＩＤに対応付けて、その外乱
音の開始時刻と終了時刻を示すデータを生成し、外乱音ログデータとして記憶手段１１３
に記憶させる。図１２は、外乱音ログデータの構成を例示した図である。
【００５３】
　生成手段１１５は、例えばユーザＵが快眠音再生装置１１の動作の停止を指示したタイ
ミング等において、同じ外乱音ＩＤで識別される外乱音に関する外乱音ログデータが所定
の個数（以下、Ｍ個とする）以上、記憶手段１１３に記憶されているか否かを判定する。
ある外乱音ＩＤに関し、Ｍ個以上の外乱音ログデータがあれば、生成手段１１５はそれら
の外乱音ログデータが示す期間に応じた睡眠ログデータ（外乱音ＩＤに応じた外乱音のあ
った日に関する標本データ）と、外乱音のない期間（外乱音ログデータが示す期間と重な
らない期間）に応じた睡眠ログデータ（概ね無音の日に関する標本データ）に関し、それ
らの２グループの標本データの母集団間の睡眠深度に統計的有意差があるか否かを判定す
る。生成手段１１５は、当該判定の結果に基づき、その外乱音ＩＤに応じた外乱音に関す
る影響データ（深化フラグおよび維持フラグ）を生成する。生成手段１１５が外乱音に関
する影響データを生成する処理は、調査音に関する影響データを生成する処理と同様であ
る。生成手段１１５は生成した影響データを外乱音ＤＢに格納する。深化フラグおよび維
持フラグの少なくとも一方が「１」である外乱音は、ユーザＵにとって快眠音として働く
ものといえる。
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【００５４】
　外乱音ＤＢに登録された外乱音を示す音データは、運用モードにおいて、音ＤＢに登録
された音データと同様に、快眠音を示す音データとして選択手段１１１により選択され、
放音のために使用される。
【００５５】
　なお、上述した本変形例の構成においては、調査音放音日か無放音日かに関わらず、外
乱音のある期間に関する睡眠ログデータと、外乱音のない期間に関する睡眠ログデータが
、比較対象として扱われる。これに代えて、例えば無放音日における外乱音のある期間に
関する睡眠ログデータと、無放音日における外乱音のない期間に関する睡眠ログデータが
、比較対象として扱われてもよい。
【００５６】
　さらに、調査音放音日における外乱音のある期間に関する睡眠ログデータと、調査音放
音日における外乱音のない期間に関する睡眠ログデータが、比較対象として扱われてもよ
い。この場合、外乱音のみを含む音データを外乱音ＤＢに登録する構成に代えて、調査音
と外乱音が混ざった音を示す収音データをそのまま外乱音ＤＢに登録する構成としてもよ
い。調査音と混ざることで外乱音が快眠音として働く場合、運用モードにおいて放音され
る音は、調査音のキャンセルが行われていない音である方が望ましいためである。
【００５７】
　また、本変形例において、運用モード時に選択手段１１１が放音のための音データを選
択する際、音ＤＢと外乱音ＤＢの各々から音データを選択し、それらをミキシングした後
に放音装置１４に出力する構成としてもよい。
【００５８】
［２．２．第２変形例］
　第２変形例においては、上述した第１変形例と同様に、快眠音再生システム１は快眠音
再生装置１１に接続された収音装置１５を備え、調査モードにおいて快眠音再生装置１１
が収音装置１５から取得する収音データを記憶手段１１３に記憶する。第２変形例におい
て、生成手段１１５は、個々の調査音の影響データの生成において、当該調査音の放音時
の収音データが示す音に外乱音が含まれる程度を示す指標（例えば、Ｓ／Ｎ比の平均値）
（以下、「ノイズ指標」）を生成し、影響データとともに音ＤＢに格納する。
【００５９】
　運用モードにおいて、選択手段１１１は放音用の音データの選択の際、音ＤＢに格納さ
れている複数の快眠音の音データの中から、ノイズ指標に基づき、調査時において外乱音
が小さかったものを優先的に選択する。例えば、ノイズ指標としてＳ／Ｎ比（外乱音のレ
ベルに対する調査音のレベルの比率）が用いられる場合、選択手段１１１は快眠音を示す
音データの中から、調査時のＳ／Ｎ比が大きかった音データ程、高い確率で選択する。も
しくは、選択手段１１１は調査時のＳ／Ｎ比が大きかった音データ程、放音装置１４への
出力時間を長くする。
【００６０】
　本変形例によれば、調査時に外乱音の影響が小さく、快眠音であるか否かの判定の信頼
度が高い音が優先的に放音される。その結果、調査音は快眠音でないにもかかわらず調査
時における外乱音が快眠音であって、調査音が快眠音と誤判定された場合であっても、快
眠音と誤判定された音が運用モードにおいて放音される確率は低く、快眠音再生システム
１の効果の低下が防止される。
【００６１】
［２．３．第３変形例］
　上述した実施形態においては、快眠音再生システム１は運用モードにおいて、ユーザＵ
が睡眠中に快眠音の放音を行う。従って、ユーザＵは自分にとっての快眠音がどのような
音であるかを知ることができない。ユーザＵが自分にとっての快眠音を知ることができる
ように上述した実施形態を変形してもよい（第３変形例）。第３変形例においては、快眠
音再生システム１は快眠音再生装置１１に接続された表示装置（内蔵か外付けかを問わな



(12) JP 6476785 B2 2019.3.6

10

20

30

40

50

い）を備え、当該表示装置が快眠音のリスト（例えば、音データのファイル名のリスト）
を表示する。ユーザＵが、例えば快眠音再生装置１１のユーザインタフェースを操作して
、表示装置に表示されるリストの中から希望する快眠音を選択すると、選択された快眠音
の音データが記憶装置１２から快眠音再生装置１１を介して放音装置１４に出力され、ユ
ーザＵに選択された快眠音が放音装置１４から放音される。その結果、ユーザＵは自分に
とっての快眠音がどのような音であるかを知ることができる。
【００６２】
［２．４．第４変形例］
　第４変形例においては、複数のユーザが各自の快眠音再生システム１を用いる状況下に
おいて、それら複数のユーザの快眠音に関するデータを利用した各種サービスを提供する
快眠音情報提供システムが提供される。
【００６３】
　図１３は、本変形例にかかる快眠音情報提供システムの構成を示した図である。快眠音
情報提供システムは、複数の快眠音再生システム１と、サーバ装置２１を備える。快眠音
再生システム１の各々は異なるユーザにより使用される。なお、図１３において３つの快
眠音再生システム１が例示されているが、快眠音情報提供システムが備える快眠音再生シ
ステム１の数は、快眠音情報提供システムを利用するユーザの数に応じて変化する。
【００６４】
　快眠音情報提供システムが備える快眠音再生システム１の快眠音再生装置１１は、サー
バ装置２１との間でデータ通信を行う通信手段を備える。快眠音再生装置１１は、記憶装
置１２に記憶されている音ＤＢ（図２参照）、音ＤＢに格納される音データファイル名に
より参照される音データ、記憶手段１１３に記憶される睡眠ログデータ（図５参照）を、
ネットワーク９を介してサーバ装置２１にアップロードする。なお、快眠音再生装置１１
がサーバ装置２１にアップロードするデータは、サーバ装置２１が既に記憶しているデー
タと、記憶装置１２および記憶手段１１３に記憶されているデータとの差分のみでよい。
また、快眠音再生装置１１がデータをサーバ装置２１にアップロードするタイミングは、
例えば音ＤＢや睡眠ログデータが更新されたタイミングや、所定時間が経過したタイミン
グなど、いずれのタイミングであってもよい。
【００６５】
　サーバ装置２１は、複数の快眠音再生装置１１の各々からアップロードされてくる音Ｄ
Ｂおよび音データをユーザ毎に管理し、或るユーザの快眠音再生装置１１からの要求に応
じて、当該或るユーザの音ＤＢ、音データおよび睡眠ログデータの少なくとも一部を要求
元の快眠音再生装置１１に送信する。すなわち、サーバ装置２１は快眠音再生装置１１の
外部記憶装置として利用される。従って、快眠音再生装置１１は、ネットワーク９を介し
てサーバ装置２１にアクセス可能な場合、記憶装置１２記憶されている音ＤＢ、音データ
群および睡眠ログデータに代えて、サーバ装置２１に記憶されているこれらのデータを利
用してもよい。
【００６６】
　また、サーバ装置２１は例えばＷｅｂサーバ機能を備え、複数のユーザの音ＤＢ、音デ
ータ群および睡眠ログデータの少なくとも一部を利用した様々なサービスをユーザに提供
する。快眠音再生装置１１は例えばＷｅｂブラウザの機能を備え、ユーザは快眠音再生装
置１１で実行されるＷｅｂブラウザによりサーバ装置２１が提供する情報サイトにアクセ
スし、サーバ装置２１による各種サービスの提供を受ける。以下に、サーバ装置２１から
ユーザに提供されるサービスの例を示す。
【００６７】
（快眠音マッチング機能）
　要求元のユーザに、快眠音が類似している他のユーザを知らせる機能。サーバ装置２１
は、要求元のユーザの音ＤＢと他のユーザの音ＤＢを比較し、同じ音データ（音データフ
ァイル名が一致するもの）に関する影響データ（深化フラグおよび維持フラグ）の一致率
を快眠音の類似度として算出する。サーバ装置２１は、例えば快眠音の類似度が高い順に
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所定数のユーザの名称（例えばハンドル名）をリスト表示するＷｅｂページを要求元のユ
ーザの快眠音再生装置１１に送信する。
【００６８】
　なお、サーバ装置２１が快眠音の類似度を算出する規則は様々に変形可能である。例え
ば、同じ音データでなくても、音色、リズム等が類似する音を示す音データに関し影響デ
ータが一致している場合、快眠音の類似度を高く算出する規則が採用されてもよい。
【００６９】
（睡眠パターンマッチング機能）
　要求元のユーザに、睡眠深度の変化パターンが類似している他のユーザを知らせる機能
。サーバ装置２１は、要求元のユーザの睡眠ログデータと他のユーザの睡眠ログデータを
比較し、これらの睡眠ログデータの各々が示す睡眠深度の経時変化のパターン（図６参照
）の類似度を算出する。サーバ装置２１は、例えば睡眠深度の経時変化のパターンの類似
度が高い順に所定数のユーザの名称（例えばハンドル名）をリスト表示するＷｅｂページ
を要求元のユーザの快眠音再生装置１１に送信する。
【００７０】
（快眠音更新機能）
　要求元のユーザの快眠音再生装置１１に、ユーザにより指定された他のユーザの音ＤＢ
および音データを配信する機能。要求元のユーザにより他のユーザの名称（例えばハンド
ル名）が指定されると、サーバ装置２１は要求元のユーザの音ＤＢにおいて影響データが
未登録であり、指定された名称のユーザの音ＤＢにおいて影響データの深化フラグまたは
維持フラグが「１」であるデータレコードを抽出し、要求元のユーザの快眠音再生装置１
１に送信する。
【００７１】
　また、要求元のユーザにより他のユーザの名称（例えばハンドル名）とともに音データ
ファイル名が指定されると、サーバ装置２１は指定された名称のユーザの音ＤＢから、指
定された音データファイル名を検索キーとしてデータレコードを検索し、要求元のユーザ
の快眠音再生装置１１に送信する。
【００７２】
　なお、サーバ装置２１は、要求元のユーザの快眠音再生装置１１に送信するデータレコ
ードが示す音データファイルのうち要求元のユーザの音ＤＢに登録されていないものに関
しては、それらの音データファイル名に応じた音データも要求元のユーザの快眠音再生装
置１１に送信する。
【００７３】
　要求元のユーザの快眠音再生装置１１は、サーバ装置２１から送信されてくる音ＤＢの
データレコードを用いて記憶装置１２に記憶されている音ＤＢを更新する。また、要求元
のユーザの快眠音再生装置１１は、サーバ装置２１から送信されてくる音データを記憶装
置１２に記憶されている音データ群に追加する。
【００７４】
　この機能によれば、ユーザは、例えば快眠音マッチング機能または睡眠パターンマッチ
ング機能を用いて自分と快眠音または睡眠深度の変化パターンが類似する他のユーザを知
った後、当該他のユーザの快眠音の全て、もしくは当該他のユーザの快眠音のうち指定し
たものを自分の快眠音として用いることができる。このように、自分と睡眠の特性が類似
する他人の影響データを利用することで、調査モードを経ることなく快眠音の登録を増や
すことができる。
【００７５】
（コミュニケーション支援機能）
　複数のユーザ間のコミュニケーションを支援する機能。サーバ装置２１は或るユーザの
快眠音再生装置１１から他のユーザ宛のメッセージを受け取ると、宛先のユーザの快眠音
再生装置１１に当該メッセージを配信する。
【００７６】
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　この機能によれば、ユーザは、例えば快眠音マッチング機能または睡眠パターンマッチ
ング機能を用いて自分と快眠音または睡眠深度の変化パターンが類似する他のユーザを知
った後、当該他のユーザにメッセージを送ることで、自分と睡眠に関する相性のよい人と
知り合うことができる。例えばこの機能を用いて知り合ったカップルが結婚すれば、お互
いに睡眠を妨げ合うことがなく、健康的な結婚生活を送ることができる。
【００７７】
　なお、上述した快眠音情報提供システムにおいては、サーバ装置２１は音ＤＢ、音デー
タ、睡眠ログデータを記憶するが、サーバ装置２１により記憶され、サーバ装置２１によ
り提供されるサービスに利用されるデータはこれらのデータに限られない。例えば、放音
ログデータ（図４参照）等の他の種類の睡眠に関するデータが快眠音再生装置１１からサ
ーバ装置２１にアップロードされ、サーバ装置２１により提供されるサービスに利用され
てもよい。
【００７８】
［２．５．その他の変形例］
　上述した実施形態において、快眠音再生装置１１は深化ステージにおいて睡眠深度を深
める音を深化ステージ用の快眠音として特定し、安定ステージにおいてその睡眠深度を維
持させる音を安定ステージ用の快眠音として特定する。快眠音再生装置１１が快眠音を特
定する態様はこれに限られず、他に様々な態様が採用され得る。例えば、快眠音再生装置
１１の記憶手段１１３または記憶装置１２に、予め望ましい睡眠深度の経時変化（モデル
パターン）を示すデータを記憶させておき、調査音放音日における睡眠ログデータが示す
ユーザＵの睡眠深度の経時変化のパターン（例えば、図６に例示のグラフの形状）とモデ
ルパターンとの類似度（相関係数等）が、無放音日におけるユーザＵの睡眠深度の経時変
化のパターンとモデルパターンとの類似度よりも高いと統計的に認められる音を快眠音と
特定する態様が一例として考えられる。また、ユーザＵの主観的な判断に基づき、ユーザ
Ｕの快眠音を特定する態様も考えられる。具体的には、例えばユーザＵが目覚めた時に感
じた快さを示すデータを快眠音再生装置１１に入力し、当該データに基づき、ユーザＵの
目覚めの快さを向上すると統計的に認められる音を快眠音と特定する構成としてもよい。
【００７９】
　また、上述した実施形態において、快眠音再生装置１１は、無放音日と調査音放音日を
交互に設け、無放音日におけるユーザＵの睡眠深度を示す睡眠深度データを基準となる睡
眠深度データ（以下、「基準睡眠深度データ」という）として用いることで、調査音がユ
ーザＵの睡眠深度に与える影響を特定する。すなわち、快眠音再生装置１１は、調査音放
音日におけるユーザＵの睡眠深度を示す睡眠深度データを調査音（調査対象の音）が放音
されている状態におけるユーザＵの睡眠深度を示す睡眠深度データ（以下、「対象睡眠深
度データ」という）が示す睡眠深度の経時変化と、基準睡眠深度データが示す睡眠深度の
経時変化とに基づき、調査音がユーザＵの睡眠深度に与える影響を特定する。快眠音再生
装置１１が基準睡眠深度データを取得する方法は、上述した実施形態に記載の方法に限ら
れない。
【００８０】
　例えば、快眠音再生装置１１が、調査音の放音に先立ち、調査音が放音されていない状
態において睡眠深度計測装置１３または他の睡眠計によって計測されたユーザＵの睡眠深
度を示す睡眠深度データを基準睡眠深度データとして含む睡眠ログデータを取得し、記憶
手段１１３に記憶しておく。その後、快眠音再生装置１１は調査モードにおいて無放音日
を設けず、放音装置１４に調査音の放音を行わせると同時に、睡眠深度計測装置１３によ
り計測されたユーザＵの睡眠深度を示す睡眠深度データを対象睡眠深度データとして取得
し、取得した対象睡眠深度データを含む睡眠ログデータを記憶手段１１３に記憶する。そ
の後、快眠音再生装置１１は、記憶手段１１３に記憶されている基準睡眠深度データを含
む睡眠ログデータが示す睡眠深度の経時変化と、対象睡眠深度データを含む睡眠ログデー
タが示す睡眠深度の経時変化とに基づき、調査音がユーザＵの睡眠深度に与える影響を特
定し、特定した影響を示す影響データを生成する。
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【００８１】
　上記の例のように、快眠音再生装置１１が用いる基準睡眠深度データは、調査モードに
おいて快眠音再生装置１１が取得するものに限られず、調査モードにおいて快眠音再生装
置１１が取得する対象睡眠深度データに対する基準として利用可能な同一ユーザの睡眠深
度データであればいずれの睡眠深度データが用いられてもよい。
【００８２】
　なお、基準睡眠深度データは、無音の状態または外乱音（空調の音など）が鳴っている
状態において計測されたユーザＵの睡眠深度を示す睡眠深度データに限られず、例えば、
さざ波などの所定の背景音（調査音とは異なる音）が放音されている状態において計測さ
れたユーザＵの睡眠深度を示す睡眠深度データが基準睡眠深度データとして用いられても
よい。
【００８３】
　また、上述した実施形態において、快眠音再生装置１１の生成手段１１５は、ある音が
ユーザＵにとって快眠音であるか否かを判定するが、快眠音がユーザＵを快眠に導く程度
については判定しない。これに代えて、快眠音がユーザＵを快眠に導く程度を生成手段１
１５が判定し、その判定の結果を示す影響データ（例えば、「１」～「５」の数値で快眠
に導く程度の高低を示す）を生成する構成としてもよい。この場合、例えば選択手段１１
１は運用モードにおいて、快眠に導く程度の高い快眠音の音データを優先的に選択し放音
装置１４に出力する構成としてもよい。
【００８４】
　また、上述した実施形態において、生成手段１１５が快眠音の特定を行う睡眠状態は深
化ステージおよび安定ステージに限られず、また、選択手段１１１が快眠音の音データの
選択を行う睡眠状態も深化ステージおよび安定ステージに限られない。例えば、調査モー
ドにおいて生成手段１１５が、ノンレム睡眠における浅化ステージや、レム睡眠ステージ
から覚醒ステージへの移行状態にある場合に、睡眠深度を浅い方向に導く音をそれらの睡
眠状態に応じた快眠音として特定する構成としてもよい。また、この場合、運用モードに
おいて選択手段１１１が、ノンレム睡眠における浅化ステージや、レム睡眠ステージから
覚醒ステージへの移行状態において、これらの睡眠状態に応じた音データとして生成手段
１１５により特定された快眠音の音データを選択する構成が採用されてもよい。
【００８５】
　また、上述した実施形態において、快眠音再生装置１１が目覚まし時計の機能を備える
構成としてもよい。この場合、快眠音再生装置１１の記憶手段１１３または記憶装置１２
には、予め望ましい睡眠深度の経時変化（モデルパターン）を示すデータが記憶されてい
る。そして、ユーザＵが快眠音再生装置１１に対し起床時刻を設定すると、快眠音再生装
置１１の選択手段１１１は、当該起床時刻に覚醒するように時間軸方向に伸縮したモデル
パターンに対し、睡眠深度データが示すユーザＵの現在の睡眠状態を近付けるように、快
眠音の選択を行い放音装置１４に出力する。そして、起床時刻が到来すると、選択手段１
１１はいわゆるアラーム音を放音装置１４に放音させて、ユーザＵを覚醒させる。この変
形例によれば、アラーム音により起床した際にユーザＵが感じる快さの向上が期待される
。
【００８６】
　また、上述した実施形態において、過去に快眠音再生装置１１が調査モードで特定した
快眠音が実態と乖離してきた時に、その乖離を検出する機能を備える構成としてもよい。
なお、快眠音が実態と乖離する例としては、例えばユーザＵの音に対する反応に変化が生
じた場合や、ユーザＵが転居して外乱音に変化が生じた場合等が考えられる。快眠音再生
装置１１は、例えば直近の過去の所定期間内（または所定回数）の睡眠の各々に関し、睡
眠ログデータに基づき、ユーザＵの快眠の程度を示す指標（安定ステージの睡眠深度や安
定ステージの時間長など）を算出する。算出した指標が快眠の程度の低下を示す場合、快
眠音再生装置１１は、例えばインジケータを点滅させる等によりユーザＵに調査モードの
開始を促す。この促しに応じてユーザＵが快眠音再生装置１１に調査モードの動作の開始
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【００８７】
　また、上述した実施形態において、同じ音データであっても放音装置１４から放音され
る際の音量が異なる場合は異なる音として扱う構成としてもよい。
【００８８】
　また、上述した実施形態において、快眠音再生装置１１はプロセッサ１０１がメモリ１
０２に記憶されているプログラムに従った処理を行うことにより、図３（調査モード）や
図８（運用モード）に示した構成部を備える装置として機能する。これに代えて、快眠音
再生装置１１が例えば図３（調査モード）や図８（運用モード）に示した構成部の各々を
ハードウェアとして備える装置として構成されてもよい。
【００８９】
　なお、上述した実施形態において示したデータの構造、処理の順序やタイミング、判定
の条件等はあくまで一例であって、本発明を限定するものではない。
【符号の説明】
【００９０】
１…快眠音再生システム、１１…快眠音再生装置、１２…記憶装置、１３…睡眠深度計測
装置、１４…放音装置、１５…収音装置、１０１…プロセッサ、１０２…メモリ、１０３
…入出力Ｉ／Ｆ、１１１…選択手段、１１２…睡眠深度データ取得手段、１１３…記憶手
段、１１４…睡眠状態特定手段、１１５…生成手段、１１６…音データ取得手段、１１７
…外乱音特定手段
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